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広報 つ！　令和３年４月１日号 19

市民課
　229－3143　　221－1173

４月１日から住居表示に関する
事務の窓口が変わります

香良洲総合支所地域振興課
　292－4374　　292－4318

香良洲パターゴルフ場
ナイター営業を開始教委生涯学習課

　225－7172　　228－4756

放課後児童クラブ

建設政策課
　229－3179　　229－3345

道路や歩道などを占用・加工
するときは申請を

会計管理室
　229－3217　　229－3341

津市収納代理金融機関等の
名称変更

経営企画課
　237－5802　　237－5819

　住居表示実施地区内で住宅など
が建築された場合に、建物の番号
を付ける事務や住居表示に関する
証明書の発行事務などの窓口が、
総務課(市本庁舎７階)から市民課
(市本庁舎１階)に変わります。

　５月１日(土)から津市収納金(市
税・水道料金など)取扱窓口であ
る三重銀行と第三銀行が合併し、
「三十三銀行」に名称が変更され
ます。

　車庫など宅地への乗り入れのた
めに、道路や歩道などを占用・加
工するときは、事前に申請し、許
可を受ける必要があります。詳し
くは各工事事務所または建設政策
課にお問い合わせください。
・相川以北の津地域、河芸・芸

濃・美里・安濃地域
　津北工事事務所(Ｔ253－2271、
Ｆ253－2273)

・相川以南の津地域、久居・香良
洲・一志・白山・美杉地域

　津南工事事務所(Ｔ254－5350、
Ｆ255－5586)

　放課後児童
クラブは、保
護者が労働な
どにより昼間
家庭にいない
小学生を対象に、放課後に安全で
充実した生活を送ることができる
ようお手伝いしています。
　運営については、保護者会や社
会福祉法人、ＮＰＯ法人などで
行っています。利用に当たっては
各クラブのルールに従っていただ
く必要があり、中でも保護者会な
どで運営する公設民営のクラブで
は、利用する保護者の皆さんの運
営への参画・協力が欠かせませ
ん。
　開所時間や利用料などは各クラ
ブで異なりますので詳しくはお問
い合わせください。また、各クラ

ブの一覧は津市ホームページをご
覧ください。
放課後児童支援員等(指導員)募集
　各クラブでは、児童を保育する
指導員を募集しています。詳しく
は、津市ホームページをご覧くだ
さい。

ナイター期間　４月16日(金)～10
月31日(日)９時～21時(受け付
けは20時まで ※ナイター期間
以外は16時まで)

料　金

※18時以降は照明料１人100円が別途
必要。詳しくは香良洲パターゴルフ
場（　292－4377）へお問い合わせくだ
さい。

大人

小中学生、
65歳以上

310円

100円

520円

310円

市内の人 市外の人

ＵＩＪターン就職奨励金と東京圏からの移住支援金のご利用を

内　容 支給金額

　ＵＩＪターン就職に奨励金を、東京圏からの移住・就職には補助金を交付していま
す。就職活動中の家族や東京圏に住むお知り合いへぜひお伝えください。詳しくは津市
ホームページをご覧ください。

ふるさと就職活動応援奨励金
　県外に住む津市出身者が、津市に本社・本店を有する企業※への就職活動（津市内で行
われる説明会・筆記試験・面接試験）にかかる費用の一部を交付

ふるさと就職新生活応援奨励金
　津市に本社・本店を有する企業※に就職が決定（内定）し、津市へ転入した人が新生活を
始める際にかかる費用の一部を交付

津市移住支援補助金
　東京23区に一定期間在住、または東京圏に在住し東京23区に通勤している人が「みえの
仕事マッチングサイト」を活用し、津市に本社・本店を有する企業※に就職し津市に移住
した場合に補助金を交付

3,000円～３万円
（１人１回、居住
地により異なる）

５万円

60万円（単身）
100万円（世帯）

※医療法人・学校法人・社会福祉法人を含む。官公庁などへの就職活動は対象外

問い合わせ　商業振興労政課　　229－3114　　229－3335


